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はじめに 

 

環境総合計画は、大阪府環境基本条例（平成６年大阪府条例第５号）第９条の規定

により、豊かな環境の保全と創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための

計画として策定されている。 

これまで大阪府は､深刻化した公害問題に対処するため、条例による厳しい規制を行

うとともに、昭和48年に全国の都道府県に先駆けて「環境管理計画（BIGPLAN）」を策

定し、その後、ほぼ10年毎に環境の総合計画を策定している。直近では、平成14年３

月に「大阪21世紀の環境総合計画」を策定し、「豊かな環境都市・大阪」の構築に向

け、様々な取組みを行ってきた。 

一方、事業活動や日常生活に伴い発生する環境負荷は、今や個々の地域にとどまら

ず、地球が許容できる容量を超え、地球温暖化や資源の枯渇、生物多様性の低下等の

様々な問題が生じており、高度に都市化が進み、人口が集中する大阪には、環境と経

済を両立させた持続的な発展への先駆者としての役割を担っていくことが求められ

ている。 

また、大阪府が平成20年12月に策定した「将来ビジョン・大阪」では、環境を主要

な柱と位置づけ、次代を担う環境・エネルギー産業が集積した大阪で、関西の各都市

と連携した環境の取組みが進み、海から山に至るみどりの回廊のある「水とみどり豊

かな新エネルギー都市」を掲げており、本ビジョン実現の道筋を具体化していく必要

がある。 

このような背景のもと、大阪府知事から、「環境基本条例に基づく環境総合計画に

ついて」の諮問があり、新しい環境総合計画策定に当たっての基本的な考え方につい

て、大阪府環境審議会環境総合計画部会で検討を進めてきた。 

 本報告に基づき策定される環境総合計画が「豊かで持続可能な環境先進都市」実現

への道筋を強い決意を持って指し示すことを期待する。 
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Ⅰ 基本となる視点 

 現行の環境総合計画は、21世紀の第１四半期（おおむね2025年）を長期的に見通し

た2010（平成22）年度までの計画として策定され、環境総合計画に基づき、環境に関

する取組みの推進及び進行管理がなされている。 

 

１．現行計画の現状と課題 

平成14年の計画策定から現在に至るまでの環境に関する取組みについて概観する

と、創意工夫を凝らした大阪府独自の取組みを全国に先駆けて導入するなどにより、

全般的には着実な進展が見られたと言える。一方、アスベスト問題の様に計画策定

時にはあまり想定されていなかった課題が顕在化するなど、予防的なリスク管理や

継続した環境監視の重要性が再認識された。 

分野毎にみると、温暖化防止対策については、条例に基づく対策計画書や報告書

の届出の義務化やエコ燃料（バイオエタノール混合ガソリン）の普及促進など、府

独自の取組みが進められており、2010年度の温室効果ガス排出量を1990年度から

９％削減するという目標の達成が見込まれている。ＩＰＣＣ※1は、「世界平均気温

２～３℃の上昇で安定化させるには、今後20～30年の削減努力と投資が大きな影響

を持つ。」と第４次評価報告書で報告しており、今後は更に高い目標設定と取組み

の強化が求められる。また、大阪は全国の主要都市の中でも熱帯夜数や真夏日数が

多いことから、ヒートアイランド現象を緩和する視点も不可欠である。 

廃棄物・リサイクルの分野においても、家電リサイクル大阪方式など府独自の取

組みがなされており、ごみ減量化の進展、リサイクル率の向上や不適正処理事案の

減少など、具体的な成果も上がりつつある。しかし、一般廃棄物の１人１日当たり

の排出量、リサイクル率、最終処分量は全国ワースト１であり、３Ｒを中心とした

取組みの一層の強化が求められる。 

大気汚染については、長年にわたる工場・事業場規制や自動車対策に加え、府独

自の流入車規制の導入などにより、平成20年度には二酸化窒素及び浮遊粒子状物質

の環境基準を全測定局で達成するまでになった。今後は確実に環境基準を達成し、

                                                  
1 ＩＰＣＣ･･･気候変動に関する政府間パネル。国連環境計画(ＵＮＥＰ)、世界気象機関(ＷＭＯ)
により設立された政府間機関で、世界各国の研究者の参加のもと、地球温暖化に関する科学的・

技術的・社会経済的な評価を行っている。 



 － 3 ―

より安全な大気環境を目指してさらに改善を進めていくことが望まれるほか、新た

に環境基準が設定された微小粒子状物質への対応等が必要である。 

水質汚濁については、事業所の排水規制や生活排水処理の推進などの対策を進め

た結果、河川の環境基準達成率は改善傾向にあり、平成20年度は８割を超えた。一

方で、大阪湾のＣＯＤ濃度は横ばいの状況にあり、一層の取組みが必要である。 

化学物質については、平成 20 年度のダイオキシン類の排出量は、法に基づく対

策などにより平成 12 年度と比べ、90.6％の削減となっている。また、ＰＲＴＲ法

に基づき把握された有害化学物質の排出量は平成 16 年度以降減少傾向にあり、事

業者による自主的取組みは定着化しつつある。今後は、化学物質による環境リスク

の情報共有や対話が重要となる。土壌汚染対策としては、土壌汚染の早期発見や適

切な対策を促進するため、独自の制度化を行なった。 

また、自然環境の保全、回復、創出のため、共生の森づくりやアドプトフォレス

ト※2など府民や企業等多様な主体の参加による活動や、条例に基づく緑化促進制度

の創設によるみどりの確保、新たな自然とのふれあいの場の整備などに取組んでき

た。さらに、絶滅のおそれのある種の再導入など先進的な取組みも行っているが、

絶滅種の増加が見られるなど、生物の生存基盤である自然環境の劣化が進んでいる

ことから、一層の取組みが求められる。 

 

２．新たな計画策定に当たって基本となる視点 

新しい環境総合計画（以下単に「計画」という。）の策定に当たっては、こうし

た現状や課題を踏まえ、現行計画の基本理念や方向性を継承しつつ、より長期的な

視点に立って、あらゆる主体が相互に協力して取組みを進めることが可能となるよ

う、以下の３つの視点を基軸とするべきである。 

 

（１）持続可能な経済社会システムの構築 

事業活動や日常生活に伴い発生する環境負荷は、今や個々の地域にとどまらず、

地球が許容できる容量を超え、地球温暖化や資源の枯渇、生物多様性※3の低下等の

                                                  
2 アドプトフォレスト･･･大阪府が事業者等と森林所有者の仲人となって、森づくりへの参画を進
める制度 

3 生物多様性･･･全ての生物に違いがあること。「種内（遺伝子）の多様性」、「種間（種）の多様
性」、「生態系の多様性」の３つのレベルがある。 
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人類の生存基盤を脅かす様々な問題が生じている。 

この状況を打開し、子孫に良好な環境を残していくためには、持続可能な経済社

会システムでなければならず、天然資源の消費と環境負荷を減らし、資源、エネル

ギー、食糧等を適切な地域内で循環、完結させ、自然との共生を図っていく必要が

ある。特に、深刻化し喫緊の課題となっている地球温暖化の防止に向けては、化石

エネルギーへの依存から脱却し、二酸化炭素の排出抑制を徹底する必要がある。 

また、持続可能な経済社会システムに転換するためには、一人ひとりの価値観が

環境に配慮したものへと変革され、経済やまちづくり等のあらゆる分野に環境の視

点が組み込まれていくことが不可欠である。 

 

（２）地域発の取組みの推進 

大阪が持つ強みや個性を存分に発揮できる戦略を描き、環境の地域ブランド化※4

を図っていくことが重要である。 

例えば、大阪・関西に集積する環境・エネルギー分野の産業や研究機関のポテン

シャルを活かして、環境・エネルギー分野の技術や製品を日本、世界に発信し、環

境に配慮した暮らしに変えていくこともその一つである。 

また、関西圏が地理的条件や歴史、文化、経済、交通等で強く結びついているこ

とを踏まえ、関西の中での大阪の果たすべき役割を考えながら、広域連携施策を一

段と進めていく必要がある。 

さらに、国に対し制度改革や財政上の措置等を講ずるよう提案していくこと等も

含め、新たな財源の確保にも努め、環境分野における地域主権の早期確立を図る必

要がある。 

 

（３）府民が主役 

環境関連施策の推進には、府民、事業者、ＮＰＯ、行政等のあらゆる主体の実践

が必要であるが、その取組みが地域に浸透し定着するためには、地域社会全体にそ

の意味が適切に理解され支持されることが不可欠である。 

                                                  
4 地域ブランド化･･･地域発の商品・サービスのブランド化と、地域イメージのブランド化を結び
付け、好循環を生み出し、地域外の資金・人材を呼び込むという持続的な地域経済の活性化を

図ること 
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地域社会の主役は府民であることから、事業者、ＮＰＯ、行政等は「府民ととも

に取り組んでいく」という姿勢が重要であり、情報発信力の強化、交流の場や機会

の提供など、府民による環境配慮活動が顕在化し、広がっていくための取組みの強

化が必要である。 
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Ⅱ 計画の枠組み 

 

１．計画の位置づけ 

 

（１）環境基本条例との関係 

環境基本条例第９条第１項に基づき、豊かな環境の保全及び創造に関する施策を

総合的かつ計画的に推進するために策定する。 

 

（２）他の行政計画との関係 

「将来ビジョン・大阪」で示された、2025年の将来像「水とみどり豊かな新エネ

ルギー都市」実現の道筋を具体化する。 

また、国の環境基本計画とも整合をとりながら、近隣府県、府内市町村等に対し

て、大阪府の環境施策の理念や道筋等を発信していくことが重要である。 

なお、計画策定に伴い、環境関係の個別計画を点検し、必要に応じて策定又は改

定する必要がある。 

 

２．計画の期間 

持続可能な経済社会システムを構築するには、産業構造、都市構造等の社会のあ

り方そのものを変革する必要があり、計画はそこに至るまでの長期に渡る期間を意

識したものとすべきである。したがって、産業構造や都市構造等が大きく転換して

いる時期である2050年を見通しておく必要がある。 

計画の期間は、この将来像に向かって施策を展開していくという明確な方針のも

とに、具体的な目標を設定することが可能な期間とする必要があり、2020（平成32）

年度までの10年間とすべきである。 

また、環境の状況の変化、科学的知見の進展、さらには地方自治体が果たすべき

役割の変化等の社会的な動向に柔軟に対応するためには、５年後など中間段階での

計画の総点検及び見直しが必要である。 
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３ ．計画の対象 

 

(１) 対象地域 

関西の中の大阪という視点に立つとともに、関西広域連合（仮称）での取組推

進や近隣府県との連携強化を積極的に図るという前提のもとに、「大阪湾を含む大

阪府全域」とすべきである。 

 

(２) 対象とする環境の範囲 

環境基本法に掲げられている環境の範囲にとどまらず、文化と伝統の香り高い

環境なども含む環境基本条例第７条の「施策の基本方針」に掲げる環境の範囲を

対象とすべきである。 

 

４．計画の構成 

計画の枠組みは図１に示すとおりとし、まず長期的な目標として目指すべき将来

像を示した上で、そこに至るための目標を中期的・短期的目標として具体的に設定

していくべきである。 

また、目標実現に向けた基本方針を掲げるとともに、主要課題については、具体

的な手順をロードマップとして示し、さらに重点プロジェクトの策定についても検

討すべきである。 

 

① 主要課題の抽出 

環境分野の課題は多岐に渡っており、計画の対象とする範囲は幅広いため、施策

を効果的に推進するためには、府域における課題を的確に把握することが重要であ

る。 

特に取組みを強化すべき課題については、主要課題として明らかにした上で、そ

の解決のために重点的に取り組む必要がある。 
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② バックキャスティング手法※5によるロードマップの提示 

バックキャスティング手法を用いて、目標実現に向けたロードマップを描くこと

により、当初想定している施策の到達目標を理解することができ、目標に到達しな

い場合はどのような追加的な対策を検討する必要があるかを議論することができ

る。また、事業者、府民等も今後の方向性を予め見通した上で、事業活動や日常生

活を行うことが可能となる。 

主要課題については、目標の実現に向けたロードマップを描き、それを様々な関

係者と共有しておくべきである。 

 

③ 重点プロジェクトの策定 

ロードマップの中では、それぞれの主要課題について、目標実現に向けた特徴的

なプロジェクト（３年程度）を検討すべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
5 バックキャスティング手法･･･将来像を設定し、そこから現在を振り返って必要な政策が何かを
求めていく手法 

個別計画（実行計画） 
目

標 

環
境
総
合
計
画 

バックキャスティング手法
も活用した目標設定 

【府全体】 

将来ビジョン・大阪 

【環境分野】 具体化 

総点検・見直し 

図１ 計画の枠組み 

基 本 方 針 

 

 具体的な手順（ロードマップ） 

（将来像） 

Ｈ３７ 

(2025年) 

中
期
的
目
標重点ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

第１期 
第２期～ 

 

現 行 

 

計 画 

2010年 2015年 2020年 2050年 

主
要
課
題 

 
長期的な目標 

 
（将来像） 
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Ⅲ 目標設定の考え方 

 

１．長期的な目標 

 

（１）目標年次 

既存の都市構造や産業構造が大きく転換している時期であり、また地球温暖化や

生物多様性の目標について国際的な議論がなされている年次である、2050年を長期

的な目標年次とすべきである。 

 

（２）目指すべき将来像 

かけがえのない地球を守り、私たちの生命を育んでいる健全で恵み豊かな環境を

保全しながら将来に引き継ぐことは、現在の世代の責務である。 

高度に都市化が進み、人口が集中する大阪には、環境・エネルギー分野の技術や

製品を発信し、環境にやさしい製品に囲まれた暮らしを楽しむ、環境と経済を両立

させた持続的な発展への先駆者としての役割を担っていくことが求められている。 

また、あらゆる主体の協働により、環境に優先的に配慮し、豊かな自然と人との

触れ合いが保たれ、景観や歴史などの文化の香りあふれる人と地球にやさしい都市

に成長していくことが大切であり、目指すべき将来像は次のキーワードを基本とす

べきである。 

 

         

 

 

 

（３）主要課題毎の将来像 

主要課題毎にも目指すべき将来像を設定すべきである。この際、将来像は中期

的・短期的目標を設定する際の指針となることから、可能な限り具体的に分かりや

すく示すことが重要である。 

 

 

人と環境・エネルギー技術が輝く、豊かで持続可能な環境先進都市 
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２．中期的・短期的目標 

 

（１）目標年次 

計画期間の最終年次である2020年度を中期的な目標年次とすべきである。 

なお、短期的な対応が求められる課題については、より短期の目標年次も設定す

べきである。 

 

（２）目標設定に当たっての方針 

目指すべき将来像を見通しながら、温室効果ガス削減目標やごみのリサイクル率、

河川水質のＢＯＤ等のアウトカム目標※6を設定し、その目標達成に向けて、事業の

実施件数、環境配慮活動への参加者数等のアウトプット目標を設定していくべきで

ある。 

様々な主体の参加のためには、わかりやすい目標を設定することが重要である。 

また、定量的な目標であることが望ましい。 

 

① アウトカム目標の重視 

目指すべき将来像を達成するという目的から考えると、取組みの結果としてどの

ような成果がもたらされるかというアウトカム目標を重視すべきである。 

また、環境関連施策の推進には、府民一人ひとりに理解され支持されることが不

可欠であることから、「府民意識」の目標を取り入れるべきである。 

 

② 各主体の行動目標の明確化 

全体の目標をより着実に達成するためには、府民、事業者、行政等の各主体がそ

の努力の結果を実感できることが重要である。このため、各主体の果たすべき役割

を明確にした上で、主体毎に区分した行動目標を設定し、取組みの進捗状況との対

比ができるようにしておくべきである。 

 

                                                  
6 アウトカムとアウトプット･･･政策の実施によりどれだけのサービス等を提供したか（アウトプ
ット）の上に、サービス等を提供した結果として国民に対して実際どのような成果がもたらさ

れたか（アウトカム）がある。 
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Ⅳ 施策展開のあり方 

 豊かな環境の保全と創造を図っていくには、府民、事業者、ＮＰＯ、行政等のあら

ゆる主体が望ましい社会の将来像についての認識を共有し、連携しながら取組みを進

めていく必要がある。 

また、低炭素・循環型社会※7の構築、生物多様性の保全、向上等の時間的かつ空間

的な広がりを持った課題や、水環境に対するニーズの高度化、多様化といった今日的

な課題にも適切に対処することが重要である。 

このため、施策展開に当たっては、大阪が持つ強みや個性を存分に活かしながら、

あらゆる主体の「参加・行動」の下、「低炭素」、「循環」、「生物多様性」及び「健

康・魅力」の４つの基本方向を、経済、まちづくり等の側面に組み入れていくべきで

ある。 

 

【あらゆる主体の「参加・行動」】 

              あらゆる主体の積極的な参加・行動 

【４つの基本方向】 

   二酸化炭素の排出削減、熱負荷の削減 

              廃棄物の減量、物質循環の徹底 

            生物多様性の保全・向上と持続可能な利用 

              健康的で魅力あふれる環境の創出 

 

１．参加・行動 

目指すべき将来像の実現のためには、社会のあり方や一人ひとりの意識、ライフ

スタイルを環境に配慮したものへと変革する必要があり、また、社会を構成する府

民、事業者、ＮＰＯ、行政等のあらゆる主体が、環境行動に積極的に参加し、自ら

行動することが必要である。 

  さらには、各主体が持つ力（例えば、府民・ＮＰＯが持つ企画力や行動力、事業

者が持つ社会貢献力、行政が持つ調整力等）が連携して発揮されることによって相

乗効果を得ることができることから、多様な主体が協働することが重要である。 

                                                  
7 低炭素社会･･･究極的には、温室効果ガスの排出を自然が吸収できる量以内にとどめる（カーボ
ン・ニュートラル）社会 

低炭素 

循 環 

健康・魅力 

参加・行動 

生物多様性 
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① 情報発信力の強化、環境コミュニケーション※8の促進 

府民や事業者、ＮＰＯ等が、大阪の環境の状況や環境配慮行動の必要性等を的確

に理解し、実践していくためには、行政が、環境に関する新たな調査研究や知見を

含め、有用な環境情報を収集整理するとともに、その効果的な発信に努める必要が

ある。 

また、事業者の自主的な環境情報の発信による地域との信頼関係の構築や、「豊

かな環境づくり大阪府民会議」での取組み、府民、ＮＰＯ等の地域的な活動の定着

や広がりを促進していくための相互交流の場や機会の提供といった取組みを一層

進めていく必要がある。 

 

 ② 環境教育の推進 

  環境問題について、気づき、深く理解し、環境配慮行動を自主的に実践するよう

になり、さらに環境の改善や保全に向けた問題解決能力を高めるためには、あらゆ

る世代の人々に対する環境教育を推進すべきである。 

特に、子どもの頃から自然を愛する心やパブリックマインド（皆のために役に立

ちたいという姿勢）を育むとともに、環境問題の科学的な理解を深めることが大切

であり、次世代を担っていく子どもへの環境教育が重要である。 

 

③ 環境配慮行動への動機付け 

環境配慮行動の促進のためには、環境配慮行動が環境の保全や地域社会に貢献す

るものであることへの十分な理解を得ることとともに、その行動を後押しすること

が重要である。 

その際には、大阪人気質を活かした手法が効果的であり、例えば楽しみながらや

りたくなるような取組みの実施や、行動に対して何らかのインセンティブが伴う仕

組みの導入を検討していくべきである。 

 

                                                  
8 環境コミュニケーション･･･持続可能な社会の構築に向けて、個人、行政、事業者、NPOとい
った各主体間のパートナーシップを確立するために、環境負荷や環境保全活動等に関する情報

を一方的に提供するだけでなく、利害関係者の意見を聴き、討議することにより、互いの理解

と納得を深めていくこと。 
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２．４つの基本方向 

 

（１）低炭素 

地球温暖化対策としての二酸化炭素の大幅な排出削減は、これまでの対策の延長

線上では達成できず、あらゆる要素に「低炭素」の観点を組み入れていく必要があ

る。 

今後は、新エネルギー・省エネルギー技術を最大限に活用した低炭素型の産業構

造に転換していくことや、公共交通機関を軸とし、エコカーの普及も図りながら、

エネルギー利用効率の高い低炭素型の都市構造に転換していくことが必要である。

このため、適切に手法を組み合わせ、部局連携及び広域連携を図りながら施策を展

開していくべきである。 

また、大阪・関西における環境・エネルギー分野の産業や研究機関の集積を活か

しながら、低炭素社会の構築に先駆的に取り組むことにより、環境と経済の好循環

を実現していくべきである。なお、国際的な動向、国の方針や施策、地球温暖化に

関する新たな知見等の情報を的確に収集するとともに、柔軟かつ先駆的に取り組ん

でいくべきである。 

地球温暖化対策の視点に併せて、大阪は、他の大都市と比較して熱帯夜数や真夏

日数が多く、都市温暖化、すなわちヒートアイランド現象の緩和の視点が不可欠で

ある。ヒートアイランド現象を緩和するためには、人工排熱の低減、土地や建築物

表面の高温化抑制、風、緑、水等による冷却作用の利活用などの対策が重要である。

これらの対策は低炭素化に直接間接に寄与することを踏まえ、低炭素化とヒートア

イランド現象の緩和の相乗効果が得られるよう施策を講じていく必要がある。 

 

（２）循環 

持続可能な社会を構築するためには、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷を

できる限り減らす社会、すなわち「循環型社会」への転換が求められている。 

その実現には、まず、製品の長期使用や製造段階でのロス低減などにより廃棄物

等※9の発生そのものを抑制すること（リデュース）が重要である。発生した循環資

                                                  
9 廃棄物等･･･廃棄物として処分される物品と循環的な利用に供される物品の総称 
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源※10については、製品等の再利用（リユース）や循環的な利用（リサイクル）を促

進するとともに、循環的利用ができない場合は廃棄物の適正処分を確保することが

不可欠である。 

府域における一般廃棄物の排出量やリサイクル率等の状況が全国ワースト１で

ある現状も踏まえ、３Ｒを中心としたごみの減量化やリサイクルの一層の推進、特

に事業系廃棄物の適切な分別などによる減量化の強化が必要であり、生産－流通－

消費－リサイクル－再生材を使用した生産という循環の流れが有機的に連携し、資

源の循環的な利用が自立的に進んでいく新たな社会像の構築が求められている。 

大阪府は、廃棄物・リサイクルに関して、全国初となるリサイクル認定製品の専

門オンラインショップの開設、家電リサイクル大阪方式、エコタウンプランなど、

様々な取組みを展開しており、また、近隣府県との連携やリサイクル業者の自立的

な活動等の地域的な強みもある。循環分野におけるこれらの経験と強みを活かし、

新たな社会像を創り上げ、全国へと発信していくべきである。 

施策の展開に当たっては、ビジネススタイルやライフスタイルの転換を視野に入

れながら、事業者、消費者、リサイクル事業者、行政等の各主体の循環型社会への

係わり方及び役割を連携させて考える必要がある。 

 

（３）生物多様性 

人間活動による開発や地球温暖化等の影響により生物の多様性が急速に低下し

ていることから、生物多様性の保全及び向上について戦略的な取組みが必要である。 

一方、人間の働きかけの減少により危機に陥っている里地里山※11の保全に取り

組むとともに、近年問題となっている野生生物の保護管理や外来生物対策、希少

種の保護や湿地、河川、汽水域等の水辺生態系の保全、都市部での生物多様性の

確保についても取り組む必要がある。 

また大阪湾においては、多種多様な生物の生息を確保するため、藻場や干潟の保

全創造、水産資源の持続可能な利用や水生生物保全のための水質改善、貧酸素水塊

の発生の防止に努めていく必要がある。 

                                                  
10 循環資源･･･廃棄物等のうち、再生利用が可能である等、有用なもののこと 
11里地里山･･･集落とそれを取り巻く二次林、それらと混在する農地、ため池、草原等で構成され

る地域概念 
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これらの取組みを進めることにより、大阪が都市部を包み込むように山と海が近

接しているという特性も活かし、森林、里地里山、街及び海のつながりを確保する

エコロジカルネットワークの構築を目指すべきである。 

なお、取組みを進めるに当たり、生物多様性の現状や絶滅のおそれのある種の

置かれている状況などを継続的に把握する必要がある。 

 

（４）健康・魅力 

条例の厳しい規制等により大気汚染や水質汚濁の状況は全般的に改善され、さら

に取組みが進められる一方で、光化学オキシダントや大阪湾の水質（ＣＯＤ）など

未だに環境保全目標※12の達成が困難な項目や、新たに環境基準が設定された微小粒

子状物質への対応が必要である。 

また、アスベスト、ＰＣＢ、ダイオキシン等の負の遺産の着実な処理を進めてい

く必要がある。 

このため、的確な状況把握や調査研究に基づき、健全な水循環系の構築や生き物

への配慮といった視点も含め、法や条例に基づく規制、各種計画による対策等を着

実に推進していくべきである。 

さらに、深呼吸したくなるような空気や水都大阪にふさわしい親しみの持てる川、

歴史や文化の香り高い街並みといった、より魅力ある環境の創出が求められる。 

 

３．共通的事項 

 

①地域主権・広域連携 

市町村との役割分担の明確化を図りながら、大阪府の果たすべき役割を示し、環

境分野における地域主権の早期確立を図る必要がある。 

また、琵琶湖・淀川流域での取組みや大阪湾で廃棄物処理を行うフェニックス事

業など関西圏のつながりも踏まえながら、関西広域連合（仮称）での取組推進や近

隣府県との連携強化を積極的に図っていくべきである。 

 

                                                  
12環境保全目標･･･府民の健康を保護し、生活環境を保全するための望ましい水準。環境基準が定

められている項目については、原則として環境基準を用いている。 
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② 環境ビジネスの推進 

大阪・関西における環境・エネルギー分野の産業や研究機関の集積を活かし、環

境を良くすることが経済を発展させ、経済の活性化が環境を改善するという「環境

と経済の好循環」を進めていくことが大切である。 

そのためには、中小のものづくり事業者の技術や研究開発に対する支援を行い、

国際競争力の強化を図っていくことや、大阪・関西圏でのビジネスマッチング、ア

ジア地域に対する大阪・関西の事業者のビジネスチャンスの創出等を官民連携して

進めていくことが必要である。 

 

③ 費用対効果の検証 

  限られた予算の中で「選択と集中」により施策を実施していく中では、費用対効

果の事前把握及び検証を行う必要がある。なお、環境の施策は多岐に渡る分野と関

わりがあるため、多面的な便益の創出があることに留意が必要である。 

 

 

 環境の視点（「低炭素」、「循環」、「生物多様性」及び「健康・魅力」）を、経済、

まちづくり等の側面に組み入れ、あらゆる主体の「参加・行動」を促すことにより、

「豊かで持続可能な環境先進都市」の構築を目指す。 
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Ⅴ 計画の効果的な推進 

計画の進行管理のため、現在、知事は、年度当初に、その年度の環境の保全等に関

して講じようとする施策を、施策や事業の実施後に、環境の状況及び講じた施策をそ

れぞれとりまとめ、府議会に報告している。 

また、環境の状況及び講じた施策については、環境審議会にも報告が行われ、意見

聴取が行われるとともに、その結果が大阪府環境白書で公表されている。 

このようなＰＤＣＡサイクルによる進行管理・点検評価システムは計画の効果的な

推進に不可欠であり、現行システムは継承していくべきである。 

今後、計画をより効果的に推進するためには、府民参加型システムの構築や、環境

審議会における進行管理及び点検評価の一層の充実等を図っていくべきである。例え

ば、ＮＰＯをはじめとした各種団体も参画した推進体制の充実や、環境審議会に、計

画の点検評価を集中的に行うための部会を設置し、その結果を本審議会で報告するこ

とも検討すべきである。 
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施策の選択において見直し 

見 直 し 

施策・事業の実施 

実施・運用 

毎年度講じようとする施策 

立  案 

環境の状況・講じた施策 

評  価 

 

●議会報告・公表 
（環境基本条例第10条第 2項） 

Plan 

Do 

Action 

Check 

●議会報告・公表 
（環境基本条例第10条第 1項）
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